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属
性
証
明
の
あ
り
方

平

健

Y台

田

は
じ
め
に

電
子
署
名
制
度
な
い
し
公
開
鍵
基
盤
は
、

リ
ア
ル
の
世
界
の
本
人
性
確
認
を
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
み
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、

現
実
の
リ
ア
ル
な
世
界
で
の
取
引
は
、
抽
象
的
な
主
体
同
士
の
行
為
で
は
あ
り
え
ず
、

必
ず
何
ら
か
の
資
格
な
い
し
権

限
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
当
該
売
買
取
引
を
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
を
代
表
し
て
行
う
権
限
な
い
し
資
格
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
資
格
な
い
し
権
限
を
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
で
も
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
み
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
が
、

（

l
）
 

そ
の
た
め
の
子
段
が
属
性
証
明
書
と
呼
ば
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
属
性
証
明
で
あ
り
、

も
っ
と
も
、
現
段
階
で
は
、
本
人
性
証
明
の
手
段
で
あ
る
公
開
鍵
証
明
書
な
い
し
公
開
鍵
基
盤
自
体
す
ら
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
に
浸
透

し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
た
め
、
公
開
鍵
基
盤
を
前
提
と
し
た
属
性
証
明
ス
キ
l
ム
の
問
題
は
多
分
に
将
来
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

（

2
）
 

と
は
い
え
、
既
に
こ
れ
に
関
す
る
実
験
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
製
品
も
出
始
め
、
標
準
化
を
議
論
す
る
団
体
で
は
、
そ
の
ス
キ
l
ム
を
検
討

し
た
も
の
が
出
つ
つ
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
、
法
的
世
界
と
技
術
的
世
界
が
結
び
会
う
先
端
的
領
域
に
つ
き
、
法
的
観
点
に
重
点
を
置
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説

（

3）
 

い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

三h
”間

作
業
と
し
て
は
、
国
際
電
気
通
信
連
合
国
際
標
準
規
格
検
討
部
門
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
タ
ス
ク
フ
ォ

l
ス、

（

4
）
 

信
標
準
化
機
構
が
出
し
た
四
つ
の
文
書
を
比
較
検
討
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
電
気
通

凶・印（）
h
v

」
の
勧
告
文
書
は
、
表
題
「
デ
ィ
レ
ク
ト
リ

造
化
さ
れ
た
情
報
の
管
理
ス
キ
l
ム

公
開
鍵
証
明
書
と
属
性
証
明
書
の
フ
レ
イ
ム
ワ
l
ク
ス
」
が
一
不
す
よ
う
に
、
構

（

5
）
 

（
こ
れ
を
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
と
呼
ぶ
）
に
公
開
鍵
基
盤
等
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
よ
り
信
頼
性
の
あ

る
も
の
と
す
る
汎
用
的
な
試
み
で
あ
る
。
第
一
章
一
般
、
第
二
章
公
開
鍵
証
明
書
フ
レ
イ
ム
ワ
l
ク
、
第
三
章
属
性
証
明
書
フ
レ
イ
ム

（

6
）
 

ワ
l
ク
、
第
四
章
両
フ
レ
イ
ム
ワ
l
ク
の
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
上
で
の
利
用
と
な
っ
て
い
る
が
、
以
下
で
は
、
本
稿
の
対
象
と
対
応
す
る
、

（

7）
 

属
性
証
明
書
を
扱
う
第
三
章
を
要
約
的
に
紹
介
す
る
。

（

8
）
 

権
限
と
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
関
連
づ
け
は
、
属
性
証
明
書
に
よ
る
場
合
と
拡
張
領
域
を
合
む
公
開
鍵
証
明
書
に
よ
る
場
合
が
あ
る
。
属

性
証
明
書
に
よ
る
場
合
は
、
属
性
証
明
書
の
有
効
期
間
が
短
い
の
で
、
必
ず
し
も
廃
棄
処
理
を
必
要
と
し
な
い
。
拡
張
領
域
を
含
む
公

開
鍵
証
明
書
に
よ
る
場
合
は
、
本
人
性
証
明
サ
ー
ビ
ス
と
結
合
し
た
公
開
鍵
証
明
書
が
、
権
限
証
明
サ
ー
ビ
ス
を
直
接
与
、
え
る
場
合
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
認
証
局
が
同
時
に
権
限
局
で
あ
り
、

か
つ
公
開
鍵
証
明
書
と
権
限
の
有
効
期
聞
が
対
応
す
る
場
合
に
適
す
る
。
し
か

し
、
通
常
は
、
両
者
は
非
同
期
で
あ
り
、
別
個
の
機
関
が
本
人
性
と
権
限
を
そ
れ
ぞ
れ
証
明
す
る
こ
と
が
適
す
る
。

（

9
）
 

権
限
ル
ー
ト
局
（
ω。
己
目
。
丘
〉
丘
町
。
ュ
q
H
ω
O〉
）
は
自
身
も
権
限
局
（
〉
芹
ユ
ず
己
件
。
〉
E
E
C
ユ
q
H
K戸
〉
）
で
あ
る
が
、
権
限

付
与
に
つ
い
て
の
最
終
責
任
を
と
も
な
う
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
。
公
開
鍵
基
盤
に
お
け
る
、

ル
ー
ト
認
証
局
な
い
し
ト
ラ
ス
ト
・
ア

ン
カ
l
に
類
似
す
る
。
以
下
の
よ
う
な
異
な
る
タ
イ
プ
の
環
境
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（

a）
 

す
べ
て
の
権
限
が
、
単
一
の
権
限
局
か
ら
直
接
に
個
別
の
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
与
え
ら
れ
る
場
合
。

（

b
）
 

オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
る
役
割
（

5
5
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
場
合
（
後
掲
図
2
参
照
）
。
こ
こ
で
は
、
特
定
の
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
特

定
の
役
割
が
付
与
さ
れ
、
当
該
役
割
と
結
び
つ
い
た
諸
権
限
が
黙
一
不
に
当
該
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
付
与
さ
れ
る
。
役
割
と
そ
こ
に
含
ま
れ

る
権
限
の
結
び
つ
け
は
、
そ
の
た
め
の
属
性
証
明
書
に
お
い
て
な
さ
れ
る
か
、
そ
の
他
の
方
法
で
な
さ
れ
る
。

（ 

c 

オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
る
権
限
委
譲
（
胃

E
－

ao門
在
。
官
色
。
ロ
）
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
場
合
（
後
掲
図
1
参
照
）
。
こ
の
場
合
に
は
、

権
限
ル

l
ト
局
が
、
あ
る
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
権
限
を
付
う
し
、
権
限
を
付
与
さ
れ
た
当
該
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
自
ら
権
限
局
と
し
て
行
動

す
る
こ
と
が
で
き
、

か
っ
さ
ら
に
権
限
を
委
譲
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
委
譲
は
、
さ
ら
に
委
譲
が
で
き
な
い
エ
ン
ド
・
エ
ン
テ

ィ
テ
ィ
に
至
る
ま
で
、
中
聞
の
権
限
局
を
通
し
て
、
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
間
の
権
限
局
は
、
委
譲
後
に
自
ら
権
限
主
張
者
と
し

て
行
動
で
き
る
場
合
と
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
。

d 

（刊）

あ
る
環
境
で
は
、
同
一
の
物
理
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
権
限
局
と
認
証
局
を
兼
ね
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
同
一
の
物
理
（
℃
『
苫
片
山
｝
）

エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
二
重
の
論
理
的
（
Z
m－
g－
）
役
割
は
、
権
限
が
公
開
鍵
証
明
書
の
拡
張
領
域
に
お
い
て
付
与
さ
れ
る
場
合
に
は
常

に
妥
当
す
る
。
そ
れ
以
外
の
環
境
で
は
、
異
な
る
物
理
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
そ
れ
ぞ
れ
認
証
局
と
権
限
局
と
し
て
行
動
す
る
。
こ
の
場
合

に
は
、
権
限
は
、
公
開
鍵
証
明
書
で
は
な
く
、
属
性
証
明
書
を
用
い
て
付
与
さ
れ
る
。

属性証明のあり方

属
性
証
明
書
に
お
け
る
権
限

エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
二
つ
の
方
法
で
権
限
を
取
得
で
き
る
。

一
つ
は
、
権
限
局
が
、
自
ら
ま
た
は
第
三
者
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
じ
て
、

属
性
証
明
書
の
作
成
を
通
じ
て
、
特
定
の
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
権
限
を
付
与
す
る
。
こ
の
証
明
書
は
一
般
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
リ
ポ
ジ
ト

リ
に
保
管
さ
れ
、
権
限
確
認
判
断
を
す
る
た
め
に
権
限
検
証
者
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
当
該
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
知
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y
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ゴ

函岡

ら
ず
、
ま
た
は
積
極
的
な
行
動
が
な
く
と
も
、
生
じ
う
る
。
第
二
に

エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
る
権
限
局
の
有
す
る
権
限
を
要

求
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
際
の
証
明
書
は
、
当
該
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
引
き
渡
さ
れ
、
保
護
さ
れ
た
リ
ソ
ー
ス
へ
の
ア
ク
セ

ス
を
要
求
す
る
場
合
に
提
示
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
属
性
証
明
書
に
基
礎
を
置
く
権
限
管
理
イ
ン
フ
ラ
屯
冨
日

日
）
H

・7
刊
己
巾
ね
巾

γ向
山
口
出
関
巾
ロ
ズ
山
口
叶

H
H
M］
九
円
凶
・

印
円
円
己
何
百
円
巾
）
は

以
下
の
よ
う
な
場
合
に
適
合
的
で
あ
る
。

公
開
鍵
証
明
書
発
行
者
と
異
な
る
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
権
限
付
与
す
る
場
合
。
多
様
な
発
行
者
か
ら
付
与
さ
れ
る
べ
き
多
く

の
権
限
属
性
が
存
在
す
る
場
合
。
公
開
鍵
証
明
書
の
有
効
期
聞
が
権
限
の
寿
命
と
異
な
る
場
合
。
あ
る
権
限
が
、
利
用
者
の

公
開
鍵
ま
た
は
他
の
権
限
の
有
効
期
間
と
非
同
期
な

一
定
期
間
の
み
有
効
な
場
合
。

公
開
鍵
証
明
書
に
お
け
る
権
限

こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
適
合
的
な
環
境
は
以
下
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
同
じ
物
理
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
認
証
局
と
権
限
局
を

さ
れ
て
い
る
が
、
証
明
書
の
拡
張
領
域
に
含
ま
れ
る
権
限
の
す
べ
て
が
、
同
一
の
委
譲
パ
ラ
メ
ー
タ
を
有
し
、
委
譲
に
関
す
る
す
べ
て

兼
ね
る
場
合
。
権
限
の
寿
命
が
公
開
鍵
の
そ
れ
と
連
動
し
て
い
る
場
合
。
権
限
委
譲
が
許
さ
れ
て
い
な
い
場
合
。
委
譲
が
許

の
拡
張
が
証
明
書
に
含
ま
れ
る
権
限
の
す
べ
て
に
等
し
く
適
用
さ
れ
る
場
合
。

権
限
管
理
イ
ン
フ
ラ
の
諸
モ
デ
ル

一
般
モ
デ
ル

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
、
権
限
主
張
者
、
権
限
検
証
者
の
三
つ
の

エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
な
る
。
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
の
例
と
し
て
は
、

ア
ク
セ
ス

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
保
護
さ
れ
た
リ
ソ
ー
ス
、

フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ

l
ル

フ
ァ
イ
ル
、
否
認
不
可
ア
ブ
リ
ケ
l

シ
ヨ
ン
で
サ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
検
証
決
定
が
依
存
す
る
四
要
素
は
、
主
張
者
の
権
限
、
権
限
ポ
リ
シ
ー
、

現
在
の
環
境

（阪大法学） 53 (1 30) 30〔2003.5〕



変
数
、

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ソ
ッ
ド
の
詰

5
庄
三
与
で
あ
る
。
権
限
ポ
リ
シ
ー
は
、

一
定
の
権
限
セ
ッ
ト
が
承
認
に
十
分
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
闘
値
を
設
定
す
る
。
環
境
変
数
は
、
何
ら
か
の
ロ
ー
カ
ル
な
手
段
で
検
証
者
に
提
供
さ
れ
る
、
検
証
の
成
否
を
決
定
す
る
際

に
必
要
と
な
る
ポ
リ
シ
ー
の
諸
側
面
（
例
え
ば
、
時
刻
や
現
在
の
口
座
残
高
）
を
把
握
す
る
。
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ソ
ッ
ド
の
忠
臣
一

を
反
映
す
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、

円

7
1

－q
は
、
処
理
さ
れ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
や
リ
ク
エ
ス
ト
の
属
性
、
例
え
ば
、
許
可
す
る
資
金
移
転
の
額
や
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
機
需
性

さ
ら
に
、

ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
場
合
と
否
認
不
可
の
文
脈
で
用
い
ら
れ

る
場
合
に
細
分
で
き
る
。

委
譲
モ
デ
ル

属性証明のあり方

/ privilege 1 

entity 1 ～ ～／  _______ privilege 2 
～～～ role~ 

role ＼ベ－－－－－－－－－ privilege 3 

ass um t ＂、
白・ . " privilege 4 

c. role 
specification 

c. 

図2

こ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
合
む
モ
デ
ル
で
は
、
以
下
の
四
要
素
が
含
ま
れ
る
。
権
限
検
証
者
、

ル
ー
ト

権
限
局
、
そ
れ
以
外
の
権
限
局
、
権
限
主
張
者
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

ル
ー
ト
権
限
局
は
、
あ

る
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
権
限
を
付
与
し
、
同
時
に
権
限
局
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
認
め
、
当
該
権
限

局
は
、
さ
ら
に
そ
の
権
限
な
い
し
サ
ブ
セ
ッ
ト
を
他
の
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
委
譲
で
き
る
。

ル
ー
ト
権

限
局
等
は
、

パ
ス
長
や
ネ
l
ム
ス
ペ
ー
ス
を
制
限
す
る
こ
と
で
委
譲
に
制
約
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

る
検
証
者
は

ル
ー
ト
権
限
局
を
、

リ
ソ
ー
ス
に
関
す
る
権
限
セ
ッ
ト
の
典
拠
（
〉
丘
町

2
5
H）
と
し

て
信
頼
す
る
。
権
限
主
張
者
の
証
明
書
が
ル

l
ト
権
限
局
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
場

合
に
は
、
権
限
主
張
者
の
証
明
書
か
ら
ル

l
ト
権
限
局
発
行
の
証
明
書
ま
で
、
証
明
書
の
委
譲
パ
ス

を
跡
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
業
に
は
、
個
々
の
権
限
局
が
十
分
な
権
限
を
有
し
て
い
た

こ〉｝、

か
っ
、
個
々
の
権
限
局
が
こ
れ
ら
の
権
限
の
委
譲
に
つ
き
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
確
認
が
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1見

含
ま
れ
る
。

役
割
モ
デ
ル

τ記弘、
両岡

役
割
は
、
個
人
に
間
接
的
に
権
限
を
付
与
す
る
手
段
で
あ
る
。
個
人
は
役
割
割
当
証
明
書
（
5
ぽ
虫
色
ぬ
ロ

E
S円
円
ゆ
え

5
2
Z）
に
よ

り
、
当
該
証
明
書
に
含
ま
れ
る
役
割
属
性
を
通
じ
て

一
つ
も
し
く
は
複
数
の
役
割
を
割
り
当
て
ら
れ
る
。
特
定
の
諸
権
限
が
役
割
特

定
証
明
書
（
円
。
］
ぬ
告

2
5
2立。ロ

2
3
5
2
Z）
に
よ
り
、

一
つ
の
役
割
名
に
割
り
当
て
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
で
、
個
人
に
役
割
を
割

り
当
て
る
証
明
書
に
影
響
を
与
、
え
ず
に
、
当
該
役
割
に
含
ま
れ
る
権
限
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
可
能
と
な
る
。
役
割
割
当
証
明
書
は
、
属

性
証
明
書
ま
た
は
公
開
鍵
証
明
書
で
あ
る
。
役
割
特
定
証
明
書
は
属
性
証
明
書
の
み
で
あ
る
。

同
町
（
Uωω
∞］｛

権
限
に
関
す
る
情
報
は
、
公
開
鍵
証
明
書
の
拡
張
領
域
あ
る
い
は
別
伺
の
属
性
証
明
書
の
中
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
公

開
鍵
証
明
書
に
権
限
情
報
を
収
め
る
こ
と
は
以
下
の
二
つ
の
理
由
で
望
ま
し
く
な
い
。
第
一
に
、
権
限
情
報
は
、
し
ば
し
ば
本
人
と
公

開
鍵
の
結
び
つ
き
と
同
じ
寿
命
を
も
た
な
い
。
権
限
情
報
を
公
開
鍵
証
明
書
の
拡
張
部
分
に
収
め
る
こ
と
は
、
公
開
鍵
証
明
書
の
有
効

な
寿
命
を
縮
め
る
こ
と
と
な
る
。
第
二
に
、
公
開
鍵
証
明
書
発
行
者
は
、
常
に
権
限
情
報
に
つ
い
て
典
拠
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
た
め
、
公
開
鍵
発
行
者
は
権
限
情
報
を
そ
の
典
拠
者
か
ら
得
る
と
い
う
子
数
が
増
え
る
こ
と
と
な
る
。

属
性
証
明
書
は
、

ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、

デ
ー
タ
オ
リ
ジ
ン
証
明
、
否
認
不
可
を
含
め
、
様
々
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
と

と
も
に
利
用
可
能
で
あ
る
。

公
開
鍵
証
明
書
は
、

ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
判
断
の
た
め
に
、
本
人
性
を
提
供
で
き
る
。
し
か
し
、
多
く
の
文
脈
で
、

ア
ク
セ
ス

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
判
断
に
用
い
ら
れ
る
基
準
は
、
本
人
性
で
は
な
く
、

ア
ク
セ
ス
者
の
役
割
や
グ
ル
ー
プ
帰
属
で
あ
る
。

ア
ク
セ
ス
を
要
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求
し
た
者
が
、
属
性
証
明
書
の
正
当
な
保
有
者
で
あ
る
こ
と
の
確
保
は
、
公
開
鍵
証
明
書
へ
の
参
照
を
属
性
証
明
書
に
合
め
る
こ
と
と
、

ア
ク
セ
ス
リ
ク
エ
ス
ト
の
中
で
、
公
開
鍵
証
明
書
に
対
応
す
る
秘
密
鍵
を
証
明
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

デ
ー
タ
オ
リ
ジ
ン
証
明
や
否
認
不
可
の
文
脈
で
は
、
属
性
証
明
書
に
合
ま
れ
る
属
性
が
、
署
名
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
付
加
的
情

報
を
与
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
該
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
当
該
デ
l
タ
に
署
名
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
が
で
き
る
。

権
限
委
譲
に
つ
い
て

属
性
証
明
書
の
連
鎖
と
結
び
つ
い
た
管
理
や
処
理
は
複
雑
で
あ
り
、
現
在
な
お
属
性
証
明
書
の
使
用
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
か
な

り
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
仕
様
書
は
、
属
性
証
明
書
の
連
鎖
使
用
を
推
奨
し
な
い
。
本
仕
様
書
は
、
特
定
の
属
性
セ
ッ
ト
の
た
め

の
属
性
証
明
書
の
す
べ
て
を
一
つ
の
権
限
局
が
発
行
す
る
と
い
う
単
純
な
場
合
を
扱
う
。
も
っ
と
も
、

異
な
る
属
性
セ
ッ
ト
を
複
数
の

権
限
局
が
扱
う
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
権
限
局
発
行
の
属
性
証
明
書
に
は
グ
ル
ー
プ
帰
属
が
含
ま
れ
、
他

の
権
限
同
発
行
の
属
性
証
明
書
に
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
が
合
ま
れ
る
と
い
っ
た
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

同
H
，
∞
円
吋
同
H
O
N
C
E

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
用
ド
ラ
フ
ト
と
公
表
版
を
ま
と
め
て
扱
う
。
前
者
で
は
「
属
性
証
明
の
た
め
の
要
件
の
特
定
」
、
後
者
で
は

属性証明のあり方

「
電
子
署
名
と
イ
ン
フ
ラ
、
役
割
と
属
性
の
証
明
書
の
要
件
」
と
表
題
が
変
わ
っ
て
い
る
が
、
内
容
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。

（日）

本
文
書
の
目
的
は
、
主
と
し
て
電
子
署
名
の
文
脈
に
お
け
る
属
性
証
明
と
す
る
。
属
性
の
種
類
と
し
て
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
帰

属
と
役
割
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
役
割
は
、
個
人
と
は
独
立
に
定
義
さ
れ
る
。
役
割
は
比
較
的
安
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
役
割
と
個

人
の
関
係
・
結
び
つ
け
は
可
変
的
で
あ
る
。
そ
の
他
の
権
限
付
与
情
報
と
し
て
は
、
代
理
（
胃
。
巴

g）
と
資
格
（
の
告
白
寸
己

E
g）
を
挙

げ
る
。
前
者
は
、
他
人
に
代
わ
り
署
名
す
る
主
体
で
あ
る
。
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説

党認証局（公開鍵証明書発行）

本人／［ 属性の典拠（本人と属性を結合）

＼↓  
之主権限局（属性証明書発行）

矢印は情報の流れる方向を示す

図3

ヲE込
員間

他
人
の
名
で
、
ま
た
は
他
人
の
属
性
の
下
で
署
名
す
る
。
こ
の
た
め
の
技
術
的
手
段
と
し
て
は
、
第
一

に
、
権
限
局
が
、
代
理
人
に
、
委
譲
者
の
す
べ
て
の
あ
る
い
は
一
部
の
属
性
を
含
む
属
性
証
明
書
を
発
行

す
る
方
法
、
第
二
に
、
委
譲
者
自
身
が
、
代
理
人
に
、
自
己
の
役
割
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
委
譲
す
る
た

め
に
、
自
ら
署
名
し
た
属
性
証
明
書
を
発
行
す
る
方
法
が
あ
る
。

属
性
は
、
属
性
証
明
書
発
行
者
（
山
口
ユ
σロ
Z
2
E片
付
三
宮
口

2
5
。ュ
q
H〉
わ
と
が
同
時
に
属
性
の

典
拠

2
2ユ
σ
E
σ
2
2
E
m
m
g
p
c
ュq
l
k戸

Er）
で
あ
る
場
合
に
は
直
接
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
学
位
を
含
む
証
明
書
を
発
行
す
る
大
学
、
裁
判
官
に
つ
い
て
証
明
す
る
裁
判
所
な
ど
。
こ
れ
に

対
し
て
、

そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
承
認
さ
れ
る
前
に
、
属
性
証
明
書
発
行
者
が
合
理
的
疑
い
を
も
ち
え

な
い
程
度
に
証
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
属
性
の
登
録
時
に
、
当
該
個
人
が
特
定
の
属

性
を
保
持
す
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。
発
行
者
が
属
性
証
明
書
の
正
確
性
に
つ
い
て
責
任
を

あ
る
属
性
は
委
譲
不
可
な
も
の
と
し
て
個
人
に
割
り
当
て
ら
れ
、
他
の
属
性
は
委
譲
可
能
な
も
の
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
る
。
典
型

負
う
の
だ
か
ら
、
属
性
の
正
確
性
に
つ
い
て
確
認
す
る
方
法
の
選
択
は
当
該
発
行
者
に
依
存
す
る
。

的
に
は
属
性
サ
ブ
セ
ッ
ト
の
委
譲
で
あ
る
。
し
か
し
、
委
譲
期
間
や
委
譲
の
対
象
と
な
る
人
を
で
き
る
だ
け
限
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し

ぃ
。
ま
た
、
委
譲
を
一
レ
ベ
ル
の
み
と
し
て
、
再
委
譲
を
制
約
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
委
譲
チ
ェ
イ
ン
が
長
く
な
れ
ば
、
信
頼
は
低

減
す
る
か
消
滅
す
る
。
ま
た
、
制
限
に
よ
っ
て
、
属
性
を
用
い
う
る
文
脈
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

ロ
門
出
向
件
開

H

，∞－
H

，何回。
N

。h
H
U

こ
の
テ
ク
ニ
カ
ル
レ
ポ
ー
ト
の
ド
ラ
フ
ト
は
、

（ロ）

「
拡
張
さ
れ
た
諸
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
た
め
の
諸
署
名
ポ
リ
シ
ー
」
と
い
う
表
題
を
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有
し
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
当
初
、
単
一
の
モ
デ
ル
署
名
ポ
リ
シ
ー
の
作
成
が
考
え
ら
れ
た
が
、
ま
も
な
く
そ
れ
は
多
様
な
現
実
の

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
需
要
に
対
応
で
き
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
売
買
契
約
で
は
、
売
主
と
買
主
の
よ
う

に
、
一
一
つ
の
相
互
に
独
立
し
た
署
名
（
宮

E
－E
E舟
宮
口
仏

O
E
巴
m
E
E
5由
）
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、
証
人
が
既
に
存
在
す

る
署
名
に
、
ま
た
は
上
司
が
部
下
の
作
成
し
た
署
名
に
な
す
よ
う
な
、

埋
め
込
ま
れ
た
連
署
な
い
し
副
署

Z
E
Z門
E
－包
w
g
c
E耳目

印
－

m
E
E括
的
）
の
場
合
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
複
数
署
名
の
有
効
化
の
た
め
の
方
法
に
関
す
る
一
般
的
ガ
イ
ド
を
提
供
す
る
こ
と
が

目
的
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

リ
ア
ル
ワ
ー
ル
ド
の
手
書
き
署
名
の
諸
特
徴
を
バ
ー
チ
ャ
ル
ワ
ー
ル
ド
に
移
し
、
電
子
署
名
に
等
価
の
信
頼

を
作
り
出
す
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
必
要
が
あ
る
が
、
前
者
の
点
は
な
お
十
分
究
明
さ
れ
て
い
な
い
。
多
様
な
ビ
ジ
ネ
ス
文
脈
に
お
け
る
、
リ

ア
ル
ワ
ー
ル
ド
の
署
名
の
意
味
と
黙
示
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
帰
結
を
分
析
す
る
こ
と
も
目
的
と
す
る
。
こ
の
際
、
リ
ア
ル
ワ
ー
ル
ド
に

（日）

お
け
る
署
名
行
為
の
解
釈
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
文
脈
的
情
報
を
再
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

4
4

・’
i

背
景
リ
サ
ー
チ

異
な
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
需
要
に
対
応
す
る
単
一
の
モ
デ
ル
署
名
ポ
リ
シ
ー
を
作
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
リ
ア
ル
ワ
ー
ル
ド
で
の
署
名
の
必
要
な
理
由
、
意
図
さ
れ
る
関
与
タ
イ
プ
の
記
述
の
困
難
、
す
な
わ
ち
取
引
の
各
段
階
で

署
名
が
な
さ
れ
る
が
そ
れ
が
有
効
化
さ
れ
る
し
く
み
、
署
名
が
取
引
の
安
全
性
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
で
は
な
い

属性証明のあり方

」
と
か
ら
で
あ
る
。

5 

署
名
の
諸
ケ
l
ス
の
分
析

そ
れ
は
ス
タ
ン
プ
や
印
章
の
代
替
で
あ
る
が
、
法
的
効
果
は
加
盟
各
国
で
様
々
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
現
在
で
は
印
章
は
ほ
と

ん
ど
法
的
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
他
の
諸
国
で
は
依
然
印
章
は
署
名
の
重
要
な
付
加
物
で
あ
る
。
特
に
、
公
証
人
、

政
府
、
会
社
が
用
い
る
印
章
が
好
例
で
あ
る
。
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「

D

・1
1

取
引
文
脈
／
適
用
の
場

吉見

契
約
時
の
署
名
と
交
渉
過
程
で
の
ド
ラ
フ
ト
へ
の
署
名
。
こ
れ
ら
は
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
、
署
名
の
意
味
に
つ

さb旬』

ロ聞

い
て
の
日
常
理
解
に
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
微
妙
さ
は
容
易
に
見
逃
さ
れ
や
す
い
。

5

・
2

署
名
の
形
式
／
署
名
の
意
凶

単
な
る
署
名
、
署
名
ス
ペ
ー
ス
の
次
に
印
字
さ
れ
た
表
示
、
証
人
の
署
名
、
公
証
人
の
署
名
、
署
名
儀
式

戸

D
・

凋

4A

署
名
者
の
役
割
、
属
性

多
く
の
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ナ
リ
オ
で
は
、
署
名
者
は
「
表
見
権
限
」
（
若
宮

B
E
E
F
2
－4）
を
有
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
多
く

の
場
合
、
相
手
の
地
位
や
権
限
を
検
証
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
例
外
は
、

土
地
取
引
や
そ
の
他
の
重
要
な
取
引
で
あ
る
。

5
－

m
 複数
署
名
（

B
己
己
主
巾
回
目

m
E
E括的）

多
く
の
取
引
は
、
有
効
で
拘
束
力
を
も
つ
た
め
に
は

一
つ
以
上
の
署
名
が
必
要
で
あ
る
。

円

i

・1
1

役
割
と
属
性
の
意
味

こ
の
点
で
多
く
の
誤
解
が
あ
る
。
特
に
、
役
割
を
文
脈
か
ら
取
り
出
そ
う
と
す
る
の
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。
役
割
は
、

一
定
の
属
性

セ
ッ
ト
に
基
礎
を
置
く
「
比
較
的
安
定
し
た
」
行
動
パ
タ
ン
と
結
論
づ
け
う
る
。

円

i

・つム

要
求
さ
れ
た
役
割
と
証
明
さ
れ
た
役
割

リ
ア
ル
ワ
ー
ル
ド
で
は
、

ビ
ジ
ネ
ス
関
係
は
一
連
の
や
り
と
り
に
よ
り
蓄
積
さ
れ
た
信
頼
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
役
割
や
属
性

が
署
名
時
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
名
刺
や
レ
タ
l
ヘ
ッ
ド
が
要
求
さ
れ
た
権
限
の
証
拠
と
し
て
受
容
さ
れ
る
。
法
的
に

は
、
か
よ
う
な
表
見
権
限
に
も
と
づ
い
た
行
動
に
対
し
て
組
織
は
最
終
的
に
責
任
を
負
う
と
い
う
ル

l
ル
が
並
岳
理
的
に
存
在
す
る
こ
と

で
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
遠
隔
地
間
で
の
取
引
で
は
、
先
の
よ
う
に
、
従
来
の
知
識
や
安
定
し
た
行
動
パ
タ
ン
に
よ
る
信
頼
も
あ
り
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う
る
が
、
こ
の
よ
う
な
信
頼
性
に
依
拠
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
。
電
子
環
境
が
不
確
定
要
素
を
付
け
加
え
、
従
来
の
も
の
に
加
え
、

補
強
的
証
明
を
要
求
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
。

7
・・
q
J
－

y
i

委
譲
さ
れ
た
権
限

現
実
の
権
限
や
要
求
さ
れ
た
権
限
で
十
分
か
を
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
。

ウ

i

－

qο

・7
“

制
限
さ
れ
た
権
限

法
的
に
は
、
使
用
者
責
任
（
i
n
R
Z
5

－E
E
－－q）

で
カ
バ
ー
さ
れ
る
。

円

i

・n
h
u

－－－

ビ
ジ
ネ
ス
役
割

会
社
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
種
の
ビ
ジ
ネ
ス
役
割
の
標
準
化
の
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
既
存
の
法
令
や
概
念
と
矛
盾
せ
ず
、

つ
全
加
盟
国
の
尿
認
を
得
る
必
要
が
あ
る
。

8 

電
子
署
名
に
お
け
る
関
与
タ
イ
プ

リ
ア
ル
ワ
ー
ル
ド
と
異
な
り
、
こ
こ
で
は
、

明
示
に
、
署
名
の
意
味
や
関
与
タ
イ
プ
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
権
限
確
認
の
み

の
場
合
の
電
子
署
名
と
法
的
行
為
の
証
拠
と
し
て
の
そ
れ
と
の
区
別
が
必
要
で
あ
る
。
バ
ー
チ
ャ
ル
ワ
ー
ル
ド
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
、

署
名
時
の
文
脈
的
情
報
を
提
供
す
る
代
替
手
段
が
必
要
で
あ
る
。

。δ
・

円

L

電
子
関
与
タ
イ
プ

属性証明のあり方

デ
ー
タ
オ
リ
ジ
ン
の
証
明
の
み
の
場
合
、
手
書
き
と
等
価
で
あ
る
が
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
意
同
が
な
い
場
合
（
例
一
ド
ラ
フ
ト
へ
の

サ
イ
ン
、
受
領
認
め
、
書
面
の
作
成
者
な
い
し
責
任
所
在
の
明
示
の
た
め
て
署
名
が
付
加
さ
れ
た
デ
l
タ
内
容
に
法
的
に
拘
束
さ
れ

る
意
図
が
あ
る
場
合
が
あ
る
。

電
子
公
証
署
名

口

6

・ヮ“・
q
J

力、

阪大法学） 53 (1 37) 37〔2003.5〕



吉見

あ
る
時
点
で
の
署
名
の
本
人
性
と
完
全
性
の
有
効
化
と
、
将
来
の
参
照
の
た
め
の
有
効
化
証
拠
の
保
管
を
す
る
た
め
の
信
頼
さ
れ
た

第
三
者（門

E
2
a
F町内主
R
q）。

言命

0
0

・ヮ“・
pnv

行
政
上
の
電
子
署
名

記
録
保
存
、
電
子
ス
テ
ー
ブ
ル

9 

複
数
署
名

リ
ア
ル
の
世
界
で
は
、
署
名
さ
れ
た
書
面
を
比
較
的
簡
単
に
検
討
す
る
だ
け
で
、
そ
の
有
効
性
を
判
断
で
き
る
が
、

バ
ー
チ
ャ
ル
な

世
界
で
は
、
同
様
に
は
い
か
な
い
。
複
数
の
署
名
の
扱
い
方
と
署
名
ポ
リ
シ
ー
の
下
で
の
有
効
化
を
扱
う
。

n
y
－
－
A
 

パ
ラ
レ
ル
署
名

相
互
に
独
立
し
た
署
名
で
あ
る
か
ら
、
署
名
の
順
序
は
問
題
で
な
い
。

Q
J

・っ
，“

シ
ー
ケ
ン
シ
ャ
ル
・
パ
ラ
レ
ル
署
名

順
序
が
重
要
な
場
合
。

日
可
u

・qべU

埋
め
込
み
署
名

署
名
相
互
に
順
序
と
強
い
関
連
性
が
あ
る
場
合
を
扱
う
。
最
初
の
署
名
の
有
効
性
が
、
他
の
署
名
の
有
効
性
に
依
存
す
る
場
合
（
例

と
し
て
証
人
の
副
署
）

で
あ
る
。

n
y
－
A
処

複
数
署
名
の
処
理

署
名
ポ
リ
シ
ー
が
複
数
署
名
処
理
の
フ
レ
イ
ム
ワ
l
ク
を
提
供
す
る
。
署
名
生
成
、
有
効
化
、
署
名
相
互
の
関
係
の
定
義
（
各
署
名

に
お
け
る
署
名
ロ

l
ル
の
割
り
当
て
、
署
名
目
的
を
記
述
す
る
よ
う
な
属
性
と
の
結
び
つ
け
）
を
内
容
と
す
る
。

n
y
－
A
A守
・

咽

i

署
名
ロ

l
ル
（
印
応
巳
ロ
m
g
Z印）
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正
署
（
℃
ユ
Em凶弓∞－
mEHRom－－
μω
）
と
副
署
（

2
5
Z可印－
m
E
Z
B∞
unω
）
が
あ
る
。
例
え
ば
、
売
買
で
は
、
売
主
（
司

ω＼同）

と
買
主
（
句

ω＼N
）
で
あ
る
。
経
費
請
求
で
は
、
被
用
者
（
句
∞
＼
】
）
、
管
理
者
（
わ
ω＼
同
）
、
会
計
（
円

ω＼N
）
と
な
る
。

Q
u
－
A
u－
－
ワ
ム

関
与
タ
イ
プ

署
名
の
目
的
を
記
述
す
る
情
報
セ
ッ
ト
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
れ
は
検
証
者
に
署
名
者
の
署
名
作
成
意
図
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
。

正
署
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
な
（
法
的
）
約
束
、

デ
ー
タ
内
容
の
承
認
、
権
限
付
与
、
受
領
の
証
拠
も
し
く
は
承
認
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。

副
署
に
つ
い
て
は
、
権
限
付
与
、
証
人
、
公
証
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。

10 

1 

署
名
ポ
リ
シ
ー
の
法
的
効
力

契
約
条
項
と
異
な
り
、
署
名
ポ
リ
シ
ー
の
場
合
に
は
、
署
名
者
が
署
名
前
に
読
ん
で
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
有
効
な
署
名
が
な
い

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

日
・

2

黙
示
の
署
名
ポ
リ
シ
ー
と
明
示
の
署
名
ポ
リ
シ
ー

署
名
プ
ロ
セ
ス
が
十
分
確
立
し
た
ル

l
ル
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
場
合
（
例
一
銀
行
小
切
手
へ
の
署
名
）
、
署
名
の
文
脈
が
そ

の
申
請
書
類
に
よ
っ
て
単
一
に
特
定
さ
れ
る
場
合
（
例
一
納
税
申
請
）
、
署
名
の
及
ぶ
範
囲
と
署
名
者
の
役
割
が
署
名
の
対
象
で
あ
る

書
面
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
（
例
一
公
証
さ
れ
た
書
面
）
に
お
い
て
は
、

明
示
の
署
名
ポ
リ
シ
ー
は
必
要
で
は
な
い
。

属性証明のあり方

若
干
の
検
討

五

ま
ず
、

一
か
ら
四
で
紹
介
し
た
四
文
書
の
意
味
と
関
連
を
ま
と
め
て
お
く
。
こ
れ
ら
は
、
広
い
意
味
で
、
公
開
鍵
証
明
書
と
属
性
証

明
書
を
用
い
て
、

ヴ
ァ

l
チ
ャ
ル
な
世
界
を
運
用
す
る
ス
キ
l
ム
を
描
い
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
が
置
か
れ

念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
モ
デ
ル
や
適
用
範
囲
が
異
な
り
、

そ
れ
ゆ
え
に

ア
ク
セ
ン
ト
が
異
な
っ
て
い
る
。

て
い
る
沿
革
や
趣
旨
か
ら
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J見

｝
門
・
印
。
。
の
場
合
に
は
、
最
も
広
い
意
味
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
デ
l
タ
交
換
の
場
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
公
開
鍵
証
明
書
や

属
性
証
明
書
は
そ
こ
で
の
認
証
を
強
化
す
る
一
選
択
肢
と
し
て
の
意
味
し
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

閉山一司（
U
ω
N
白
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ニb、
同岡

ト
上
で
の
運
用
を
前
提
と
し
て
お
り
、
属
性
管
理
や
権
限
委
譲
に
つ
い
て
、
実
装
を
想
定
し
た
単
純
化
を
意
識
し
て
い
る
。
開
叶
臼

斗岡山
H
O
N
C
E

の
場
合
に
は
、
電
子
署
名
指
令
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
否
認
防
止
や
デ
l
タ
オ
リ
ジ
ン
証
明
と
い
う
、
よ

り
取
引
な
い
し
法
的
問
題
と
な
る
場
面
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
電
子
署
名
自
体
も
上
級
証
明
書
、
適
格
証
明
書
の
よ
う
に
、

よ
り
限
定
さ
れ
た
も
の
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
権
限
委
譲
に
つ
い
て
は
、
委
譲
さ
れ
る
人
の
範
岡
、
時
間
、
再
委
譲

等
に
つ
き
、
よ
り
限
定
的
な
ス
タ
ン
ス
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
の
、

開
司
自
叶
岡
山
5

N

O

仏
印
は
、
な
お
ド
ラ
フ
ト
段
階
で
は
あ
る
が
、

よ
り
実
際
の
取
引
と
そ
の
法
的
側
両
を
注
視
し
、

リ
ア
ル
の
取
引
の
文
脈
を
忠
実
に
バ
ー
チ
ャ
ル
取
引
に
移
行
さ
せ
る
場
合
に
、
本
人

性
や
属
性
の
証
明
問
題
が
ど
う
変
容
す
る
か
に
つ
い
て
注
意
を
払
お
う
と
し
て
い
る
。
特
に
、
複
数
署
名
の
有
効
化
の
問
題
が
そ
う
で

みの？
Q

。
M
h
S
以
降
、
属
性
証
明
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
役
割
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
権
限
の
包
括
化
・
定
型
化
と
し
て
、

法
の
世
界
に
は
な
じ
み
の
あ
る
発
想
で
あ
る
。
代
表
取
締
役
（
商
法
二
六
一
条
）
な
ど
と
り
わ
け
商
法
の
分
野
で
多
く
の
例
が
見
ら
れ

る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
こ
の
よ
う
な
包
括
的
権
限
の
内
部
的
制
限
か
ら
外
部
の
第
三
者
を
保
護
す
る
規
定
（
商
法
二
六
一
一
条
）
も
多

く
あ
る
。
商
法
の
分
野
で
は
商
業
登
記
記
載
事
項
へ
の
信
頼
（
商
法
一
四
条
）
も
こ
れ
に
該
当
す
る
。

ひ
い
て
は
、
民
法
上
の
表
見
代

理

二
二
条
）
も
権
限
の
存
在
す
る
外
観
に
対
す
る
信
頼
を
保
護
す
る
制
度
と
し
て
関
連
す
る
。

（
民
法
一

O
九
条
、

二
O
条、

こ
れ
に
対
し
て
、
権
限
委
譲
は
、
民
法
に
お
け
る
復
代
理

（

M）
 

る
。
そ
こ
で
の
代
理
人
に
よ
る
復
代
理
権
の
設
定
は
、
実
務
上
は
例
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

（日）

と
な
ろ
う
。
こ
の
点
で
参
考
と
な
る
の
が
、
白
紙
委
任
状
に
対
す
る
裁
判
実
務
の
対
応
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る

（
民
法
一

O
四
条
な
い
し
一

O
七
条
）
・
復
委
任
が
扱
う
と
こ
ろ
で
あ

（
復
）
委
任
状
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
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の
は
、
委
任
事
項
や
受
任
者
欄
が
空
白
で
あ
っ
た
場
合
に
濫
用
が
な
さ
れ
、
発
行
者
本
人
に
ど
こ
ま
で
濫
用
の
結
果
の
つ
け
を
負
わ
せ

る
か
と
い
う
点
で
あ
り
、

ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
な
事
態
の
評
価
を
個
々
の
当
事
者
の
文
脈
や
行
動
か
ら
補
充
し
つ
つ
行
う
と
い
う
き
わ
め
て

法
的
な
世
界
に
入
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
、
権
限
委
譲
の
制
約
を
そ
も
そ
も
解
釈
で
事
後
的
に
発
見
す
る
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

さ
て
、

同－
u
c
c
で
の
権
限
委
譲
ス
キ
l
ム
が
後
の
諸
文
書
で
は
そ
の
扱
い
が
だ
ん
だ
ん
制
約
的
な
も
の
に
移
行
し
て
い
っ
た
と
述
べ

た
。
こ
れ
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
が
念
頭
に
置
く
モ
デ
ル
が
異
な
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。

デ
ィ
レ
ク
ト

リ
は
も
と
も
と

（
信
頼
を
前
提
と
し
た
善
意
の
）
情
報
管
理
ス
キ
l
ム
で
あ
っ
て
、
情
報
の
内
容
の
真
正
さ
を
担
保
な
い
し
証
明
す
る

ス
キ
l
ム
で
は
な
か
っ
た
。
公
開
鍵
基
盤
や
権
限
管
理
基
盤
は
そ
れ
を
補
い
、
情
報
の
真
正
さ
を
担
保
す
る
手
段
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。

法
的
ル

l
ル
の
多
く
は
不
信
を
前
提
と
し
、
争
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
自
己
証
明
が
直
ち
に
法
的
に
考
慮
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
本

人
か
ら
離
れ
た
客
観
的
な
素
材
（
証
拠
、
証
人
）
に
よ
る
裏
付
け
を
必
要
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
権
限
な
い
し
属
性
を
あ
る
主
体
に

結
び
つ
け
る
者
と
そ
の
結
び
つ
き
を
確
認
す
る
者
と
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
仕
組
上
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
認
証
局
や
権
限
局
は
、

本
人
性
な
い
し
本
人
の
権
限
を
第
三
者
と
し
て
客
観
的
に
担
保
し
よ
う
と
す
る
仕
組
だ
か
ら
で
あ
る
。
情
報
管
理
な
い
し
権
限
管
理
ス

属性証明のあり方

キ
l
ム
と
権
限
認
証
（
な
い
し
証
明
）

ス
キ
l
ム
を
同
一
の
主
体
が
行
う
こ
と
が
矛
盾
を
有
す
る
た
め
で
あ
る
。
本
人
性
の
場
合
は
後

者
の
み
で
あ
る
が
、
属
性
の
場
合
に
は
、
結
び
つ
け
と
そ
の
存
否
確
認
の
二
段
階
を
と
る
必
要
が
あ
る
。
属
性
付
与
者
（
己
主
ゲ
ロ
Z

2
2
E
m
g
F
2
5
1〉
円
〉
）
と
属
性
証
明
書
発
行
者
（
巴

Eσ
巳∞

2
E片

山

g
江
C
ロ
主
任

2
5
1〉（
U

〉
）
が
分
離
す
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
人
性
の
ず
れ
、
す
な
わ
ち
な
り
す
ま
し
等
の
場
合
、
原
則
と
し
て
、
検
証
者
と
本
人
の
聞
の
問
題
と
し
て
で

は
な
く
、
本
人
と
認
証
局
の
問
題
に
限
定
さ
れ
た
が
、
権
限
の
ず
れ
は
、
属
性
付
与
者
の
も
と
で
の
ず
れ
と
属
性
証
明
書
発
行
者
の
も
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説

と
で
の
ず
れ
と
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
、
属
性
付
与
者
が
誤
っ
た
権
限
情
報
を
属
性
証
明
書
発
行
者
に
提
供
し
た
場
合
で
あ

り
、
後
者
は
、
提
供
さ
れ
た
情
報
と
異
な
る
誤
っ
た
内
容
の
属
性
証
明
書
を
発
行
し
て
し
ま
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
も
、

三A
両岡

公
開
鍵
証
明
書
の
場
合
と
同
様
に
、
本
人
、
属
性
付
与
者
、
属
性
証
明
書
発
行
者
、
検
証
者
と
い
う
、
利
用
に
か
か
わ
る
各
当
事
者
の

注
意
義
務
を
基
準
と
す
る
責
任
判
断
が
な
さ
れ
よ
、
フ
。

第
二
に
、
第
一
と
も
関
連
し
て
い
る
が
、
対
象
と
す
る
行
為
の
性
質
に
も
関
係
が
あ
る
。
電
子
商
取
引
で
典
型
的
に
署
名
が
問
題
と

な
る
の
は
、
契
約
交
渉
の
最
終
段
階
で
、
双
方
が
契
約
書
に
署
名
す
る
場
合
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
至
る
ま
で
に
様
々
な
法
的
行
為
が
な

さ
れ
る
。
ま
た
、
付
随
的
に
、
事
実
的
行
為
も
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
果
た
し
て
法
的
に
正
当
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
つ

き
、
行
為
時
点
で
、
な
す
権
限
を
持
つ
者
が
実
際
に
し
て
い
た
か
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、

一
旦
後
日
紛
争
が
当
事
者
間
で
起
こ
っ
た
場

合
、
広
く
考
慮
さ
れ
う
る
要
素
と
な
る
。
そ
の
際
、
当
事
者
は
法
延
内
外
で
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
自
己
の
有
利
に
援
用
で
き
る
た
め
に

（

M
W）
 

は
、
そ
の
素
材
を
保
存
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
行
為
の
評
価
に
か
か
わ
る
文
脈
情
報
す
べ
て
が
大
な
り
小
な
り
証
拠
価
値
を
も
っ
ゎ

げ
で
あ
る
。
行
為
規
範
で
あ
る
と
同
時
に
裁
判
規
範
で
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

デ
ィ
レ
ク
ト
リ
に
お
け
る
ア
ク
セ
ス

許
可
等
の
問
題
は
、
後
日
法
的
紛
争
と
な
る
可
能
性
が
皆
無
で
は
な
い
に
せ
よ
、
電
子
商
取
引
の
場
合
と
は
異
な
り
、
行
為
時
の
チ
ヱ

ツ
ク
が
正
当
に
な
さ
れ
れ
ば
十
分
で
、
そ
の
判
断
の
当
否
を
後
日
ま
た
問
題
と
す
る
必
要
は
あ
ま
り
な
い
と
い
え
、
行
為
規
範
と
し
て

の
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
面
で
は
、
権
限
管
理
と
権
限
認
証
を
ス
キ
l
ム
と
し
て
分
離
さ
せ
る
慎
重
さ
は

通
常
不
必
要
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
権
限
の
対
象
が
事
実
的
な
も
の
か
、
法
的
な
も
の
に
関
す
る
の
か
と
い
う
側
面
と
も
関
連
す
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
、

事
実
的
権
限
で
あ
り
、
代
理
（
民
法
九
九
条
は
意
思
表
示
を
対
象
と
す
る
）
や
委
任
（
民
法
六
四
三
条
は
法
律
行
為
の
代
行
を
対
象
と

す
る
、
も
っ
と
も
六
五
六
条
は
そ
れ
以
外
の
事
務
委
託
に
委
任
規
定
を
準
用
す
る
）

の
直
接
的
対
象
と
は
な
ら
ず
、
ま
た
民
法
一
一

O
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（

口

）

条
の
表
見
代
理
の
基
礎
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
後
者
が
い
わ
ゆ
る
法
的
権
限
で
あ
り
、
何
ら
か
の
意
思
表
示
を
中
に
含
む
も
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
法
的
権
限
と
事
実
上
の
権
限
（
代
行
権
）

の
限
界
は
、
意
思
表
示
自
体
が
準
法
律
行
為
と
い
う
観
念
な
い
し
分
類

を
必
要
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
連
続
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
登
記
申
請
や
官
庁
へ
の
申
請
等
も
含
め
る
な
ら
ば
、
よ
り
柔
軟
な
概

念
ス
キ
｜
ム
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
概
念
再
構
成
を
も
迫
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
権
限
管
理
で
尽
き
る
よ
う
な
場
雨
で
は
、
権
限
委
譲
は
定
型
化
で
き
、
さ
ほ
ど
困
難
な
作
業
と
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、

ブ
ジ
ェ
ク
ト
指
向
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
お
け
る
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
継
承
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
他
方
で
は
、
権
限
認
証
を
も
含
む
場
合
で
権

限
委
譲
オ
プ
シ
ョ
ン
を
採
る
場
合
、

そ
れ
が
法
的
行
為
に
関
連
す
る
重
要
な
取
引
に
導
入
さ
れ
る
場
合
、
処
理
の
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
の

み
な
ら
ず
、
権
限
濫
用
の
可
能
性
と
い
う
不
必
要
な
リ
ス
ク
を
背
負
い
込
む
こ
と
と
な
る
。

こ
の
点
は
、

リ
ア
ル
の
世
界
と
バ
ー
チ
ャ
ル
の
世
界
の
関
係
に
も
連
な
る
。
前
者
で
実
現
さ
れ
て
い
る
点
を
す
べ
て
後
者
で
も
対
応

し
て
技
術
的
に
実
現
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
、
常
に
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
逆
も
そ
う
で
あ
る
。

u
p
g申
に
お
け

（
刊
日
）

る
権
限
委
譲
の
例
と
し
て
、
上
司
が
属
性
証
明
書
を
発
行
し
て
休
暇
中
だ
け
部
下
に
権
限
を
委
譲
す
る
例
が
あ
っ
た
が
、
リ
ア
ル
の
世

界
で
日
常
的
な
行
為
が
、

バ
ー
チ
ャ
ル
の
世
界
の
手
段
で
も
実
現
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
す
べ
き
と
は
い
え
な
い
好
例
で
あ
ろ

0
 

2
1ノ

属性証明のあり Ji

最
後
の
文
書
で
扱
わ
れ
た
問
題
は
、
署
名
が
な
さ
れ
た
文
脈
を
で
き
る
だ
け
定
型
化
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
情
報
と
し
て
提
供
し
よ
う
と

す
る
ス
キ
l
ム
に
か
か
わ
る
。
そ
の
手
段
と
し
て
、
署
名
ポ
リ
シ
ー
が
活
用
さ
れ
る
。
署
名
ロ

l
ル
や
関
与
タ
イ
プ
が
そ
の
具
体
例
で

あ
る
。
署
名
と
そ
れ
が
対
象
と
す
る
デ
l
タ
内
容
を
ど
う
関
係
づ
け
る
か
の
ス
キ
l
ム
で
あ
る
が
、

リ
ア
ル
な
世
界
で
は
、
こ
の
点
は
、

デ
ー
タ
内
容
と
署
名
者
の
肩
書
・
職
名
記
載
を
総
合
し
て
判
断
さ
れ
た
。
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
で
は
、

（

凶

）

耳
ハ
円
を
前
提
と
す
る
限
り
）
デ
l
タ
内
容
と
署
名
が
分
離
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、

同
一
紙
上
の
、

（
通
常
の オ

阪大法学） 53 (1 43) 43〔2003.5〕



説

こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
署
名
属
性
な
い
し
署
名
文
脈
情
報
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
、

デ
ー
タ
内
脅
か
ら
推
論
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ

も
そ
も
問
題
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
黙
示
の
署
名
ポ
リ
シ
ー
で
解
決
さ
れ
な
い
場
合
に
、
署
名
や
文
書
内
容
の
外
に
あ
る
署
名

圭ム
ロ冊

ポ
リ
シ
ー
が
署
名
プ
ロ
セ
ス
の
文
脈
や
署
名
の
意
味
解
釈
を
補
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
ス
キ
｜
ム
自
体
が
署
名
、

ひ
い
て
は

文
書
の
法
的
効
力
を
質
的
に
強
化
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
署
名
を
な
す
際
の
署
名

者
の
意
図
を
も
問
題
と
す
る
が
、

そ
れ
自
体
定
型
化
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
情
報
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
な
り
す
ま
し
ゃ
盗
用
の
場
合
を
も
考

慮
す
れ
ば
、
意
思
確
認
の
強
度
に
質
的
な
違
い
が
生
ず
る
と
は
一
概
に
考
え
が
た
い
の
で
あ
る
。
紙
情
報
の
場
合
で
も
、
署
名
者
の
意

図
は
情
報
内
容
が
記
載
さ
れ
た
も
の
と
同
一
紙
上
（
同
一
空
間
）
に
あ
る
と
い
う
事
実
自
体
か
ら
定
型
的
に
判
断
さ
れ
て
い
る
の
だ
か

ら

（1
）
類
似
の
も
の
と
し
て
、
ブ
ロ
ク
シ
l
証
明
書

G
5
5、
2
三
店
内
丘
町
）
が
あ
る
が
、
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
主
眼
が
あ
る
。
円
円

－E
O門口巾門口円白一『門（門】「阻止ム巾門町田℃
E
凶目℃吋
C同一可目。日）（閉山
21山田町己〉℃ユ］

NCCω
）

（2
）
標
準
化
の
最
新
の
状
況
に
つ
き
、
鈴
木
優
一
「
各
国
に
お
け
る
電
子
署
名
・
認
証
の
推
進
と
標
準
化
活
動
」
電
子
署
名
・
認
証
利
用
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
』
開
ω〉
司
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
O
O三
（
二
O
O三
年
三
月
二
O
日
）
講
演
資
料
二
八
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（3
）
筆
者
は
、
電
子
商
取
引
推
進
協
議
会
（
通
称
貝
VC冨
）
内
の
認
証
・
公
証
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て
お
り
、
他
の
参
加
者

よ
り
様
々
な
機
会
に
電
子
署
名
に
か
か
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
教
一
が
を
受
け
る
機
会
が
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
技
術
的
側
面
に
は
う
と
い
た

め
、
思
わ
ぬ
誤
解
を
お
か
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ご
教
示
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

（4
）

口

dl吋
河
巾
8
5
5巾
門
戸
門
芯
己
。
ロ
凶
日
宰
一
円
口
問
。
「
HHgtcロ
R
n
y口。－
c
m
M
H
I
C℃
巾
口
出
百
円
。
B
印日ロ件。円円。ロロ巾円安）ロ

l

H
，F

巾

ロ－
2
2
0弓
一
回
）
己
）
］
山
門
目
｝
ハ
巾
可
出
口
己
主
可
忌
ロ
門
巾
円
巾
吋
門
店
内
リ
同
庁
内
司
同
B
2
5『｝内回・（
Cω
＼

N
c
g）一

ω・
司
同
門
叶
巾
ロ
山
口
〔
】
同
・
ロ
。
5
r
v
J
〉ロ円ロ門巾司自

己
巾
門
〉
芹
ユ
σロ
件
。
わ
巾
吋
門
店
門
出
HOHV司
c
b庁
内
C門
〉
ZHYCユ
N
2－cロ・岡山司（い

ω
N
2・（
φhH＼
NCCN）
一
］
）
吋
同
再
開
叶
∞
－
↓
HNHONC十時司（）・
0

吋（
C叶
＼

NCCN）
E
S
E－
g
z。
ロ
え
円
2
E
5
5
2門的問。門出門
Eσ
三巾

2
E
P
M
E
Cロ
・
〈
巾
司
印
目
。
ロ
『
。
吋
℃
ロ
σロ円

2
2
5
8
Z一
円
H
d－、『同

HON

E
h
H
4
H・H・－（
HN＼
NOON）
開
Z
2
5口
一
円
盟
問
口
出
E
S回
出
ロ
己
目
ロ
守
山
田
門
門
戸
HnE目印（肘
ω－）一問。
D
E円。
E
O
E∞
沙
門
円
。
一
巾
白
ロ
己
主
円
円
g
z
z
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属性証明のあり方

円
。
吋
正

HS同町田一円）門担問門
H
W
H
，
巴
吋
閉
N
H
C
N
C
ι
印

ω
叶
司
N
S
i
叶
同
門
町
白
骨
冨
（
巳
＼
N
＼N
C
C
ω

）
盟
関
口
出
E
5
H
v
o
－
－
n
－
巾
印
円
。
司
開
凶
件
。
ロ
己
え
∞
戸
田
一

口巾
E

E

C

門
主
的
・
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
、
凶
・
日
S

、
H
N
宍
υ
ω
N
E
、
ロ

E
円
斤
何
吋
ω
円
吋
見

H
O
N
C
E
、
開
、
円
巴
吋
河

H
C
M
G
t
、
ロ

E『
片

岡
山
吋
巳
吋
同
州

H
O
N

－
8
と
略
記
す
る
。
な
お
、

M
Z
F
べ
｜
ス
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
情
報
交
換
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
、

ω
〉
冨
H
A
2
2
z
’

円一昨可〉

g
q
t（
）
ロ
富
山
岳
己
円
｝

HkmgmEm巾
）
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
鈴
木
優
一
「
者
各
サ
ー
ビ
ス
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
第
四
回
」
（
宮
円
七
一
三

者
当
者
・
え
ヨ
出
「
昨
芹
・
円
。
・

E
K
R
2
ュq
p
g出回一＼者巾
σ由巾
3
2＼者巾
σ的2
J
H
O
－－宮
B
C
。

（5
）
塚
田
孝
則
『
企
業
シ
ス
テ
ム
の
た
め
の
早
口
』
（
二

O
O
一
年
）
三
八
八
頁
は
、
分
散
、
不
ッ
ト
ワ
l
ク
環
境
で
シ
ス
テ
ム
の
情
報
を
ユ

ー
ザ
ー
に
提
供
す
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
サ
ー
バ
ー
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
と
定
義
す
る
。

（6
）
デ
ィ
レ
ク
ト
リ
は
、
公
開
鍵
情
報
の
保
管
場
所
々

3
2芹
C
4）
と
し
て
用
い
ら
れ
る
（
℃
・
∞
②
）
。

（7
）
匂
・
日
ω
ゴ・

（8
）
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
通
常
、
人
で
あ
る
が
、
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
文
脈
で
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
等
も
含
む
。

（9
）
本
人
性
認
証
を
担
う
認
証
局
の
源
で
あ
る
ル

l
ト
認
証
局
と
の
対
応
が
わ
か
る
よ
う
に
仮
に
本
文
の
よ
う
に
訳
出
し
た
。

（
叩
）
物
理
、
論
理
と
直
訳
し
た
が
、
一
般
的
に
わ
か
り
や
す
く
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
具
体
的
、
抽
象
的
と
言
っ
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
日
）
欧
州
連
合
電
子
署
名
指
令
を
前
提
と
し
た
標
準
化
機
構
の
作
業
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
岡
山
貝
U
ω
N
∞H
は
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
サ
l

ビ
ス
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
お
り
、
不
け
認
防
止
や
デ
ー
タ
尾
オ
リ
ジ
ン
証
明
の
文
脈
で
は
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
電
子
署
名
の
た
め

の
属
性
証
明
書
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
が
必
要
と
す
る
。

（
ロ
）
署
名
ポ
リ
シ
ー
玄
関
口
出
E
月
七
c－－
Q
）
は
、
当
該
署
名
が
有
効
と
判
断
さ
れ
る
た
め
の
、
署
名
生
成
と
有
効
化
に
関
す
る
一
連
の
ル

ー
ル
と
定
義
さ
れ
る
白
吋
巴
叶
H
N
E
N
C
品
目
己
・
ご
（
N
C
O
N
I
C
N
）
℃
・
町
一
何
斗
巴
寸
ω

5

H

吋
お
己
ム
－
C

（N
C
O
N
E
S
）℃・
5

）
。
署
名
ポ
リ
シ

ー
の
発
行
者
は
、
署
名
者
を
は
じ
め
、
様
々
な
主
体
が
考
え
ら
れ
る
。
署
名
の
な
さ
れ
た
文
脈
情
報
を
明
確
化
さ
せ
る
た
め
の
子
段
で
あ
り
、

署
名
者
と
署
名
検
証
者
間
で
署
名
の
解
釈
に
つ
き
争
い
が
生
ず
る
の
を
予
防
す
る
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
証
明
書
ポ
リ
シ
ー

（円

R
Z
2
2
g
℃
c－－
Q
）
と
は
相
互
に
関
連
し
つ
つ
、
一
応
目
的
の
異
な
る
も
の
と
し
て
独
立
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、

法
的
文
脈
で
の
と
ら
え
夜
し
な
い
し
整
頓
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
日
）
同
様
の
試
み
の
動
き
と
し
て
、
。
〉
ω拐
（
当
者
名
・
0
印
自
由
。
℃

8
・2
m）
と
吾
M
E
F
（
当
者
調
・
与
M
ζ
F
R
m）
を
挙
げ
て
強
調
の
必
要
性

を
指
摘
す
る
（
七
・
怠
）
。
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1見

（M
）
ア
メ
リ
カ
法
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ
カ
代
理
法
』
（
二

O
O二
年
）
九
六
頁
以
下
。

（
日
）
最
判
昭
三
九
年
五
月
二三
一
日
民
集
一
八
巻
四
号
六
二

一
頁
、
最
判
昭
四

一
年
四
月
二
二
日
民
集
二
O
巻
四
号
七
五
二
頁
、
最
判
昭
四
二

年

一一

月
一
O
日
民
集
一一

一
巻
九
号
二
四
一
七
頁
な
ど
。

（
同
）
証
明
書
や
署
名
自
体
に
当
初
か
ら
有
効
期
間
が
あ
る
と
い
う
、
リ
ア
ル
ワ
ー
ル
ド
と
異
な
る
制
約
を
克
服
し
て
、
法
的
紛
争
の
場
で
の

証
拠
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
近
時
、
署
名
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
段
階
的
に
考
え
る
動
き
（
開
斗
巴
吋
ω
E
H
叶

ωω
・

月明（
Uω
口
町
）
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。

（
口
）
最
判
昭
三
五
年
二
月
一
九
日
民
集

一
四
巻
二
号
二
五
O
頁
な
ど
。

（
時
）
以
印
S
H印－
H・M
・－

Q
・8
）

（
問
）
情
報
の
）
内
宮
戸
化
は
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
を
あ
ら
か
じ
め
埋
め
込
み
う
る
が
、
今
度
は
逆
に
、
，
H
分
が
し
て
い
る
行
為
が
作
成
プ
ロ

セ
ス
に
正
確
に
反
映
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
と
い
っ
た
、
利
用
者
側
か
ら
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
の
危
険
が
生
じ
よ
う
。

ニゐ、
両岡
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